
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆☆☆    の ら  ☆ 
－整形外科－ 
3月31日をもちまして、整形外科 常勤の 
田村滋規 医師、岡本純典 医師、藤城高志 医師が 
退職となります。 
４月１日より 整形外科  
中島 （ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ）医師（整形外科 ） 
四方田 光弘（ﾖﾓﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ） 医師：非常勤から常勤へ 
宇佐美 嘉正（ｳｻﾐ ﾖｼﾀﾀﾞ） 医師が赴任となります。 
－外科－ 
4月1日より、片岡 佳樹（ｶﾀｵｶ ﾖｼｷ）医師が常勤となり
ます。 
 
医拈 に い、 科外来診 体制が となります。 

の診 担当 および ームページ等でご確認下さい。
また、 に診 担当が になることもご いますので、あ
わせてご確認下さい。 
 
☆☆☆☆    の ら  ☆ 
－整形外科－ 
中島医師：月曜日 朝診／ 曜日 朝診・夜診 
四方田医師：月曜日 夜診／火曜日 朝診・夜診 

土曜日 朝診 
宇佐美医師：月曜日 朝診・夜診／火曜日 朝診 
         土曜日 朝診 
 
なお、岡本純典医師は非常勤となり、 

毎週木曜日の朝診・夜診を担当いたします。 
また、田村滋規医師は非常勤となり、 

4月のみ、毎週朝診・夜診を担当いたします。 
 

 

病院に対するご意見ご希望、また「ふれあい」へのご意見をお聞かせ下さい。（備え付けの意見箱をご利用下さい。） 

新河端病院 理念 

    信頼信頼信頼信頼とととと安心安心安心安心のののの医療医療医療医療    
１．患者様に感動をしていただける医療を実践します 

１．患者様に選んでいただける病院づくりを実践します 

「 患者さまの権利 」 
患者さまには次のような権利があります。 

私たちはその権利を尊重するような医療を行います。 

・医療を受ける権利 

・知る権利 

・自分で決定する権利 
・プライバシーを守られる権利 

医療法人 医修会 新河端病院 

☆☆☆☆    平成 25 4 月から、難病等の方々が障がい福
祉サービス等の対象となります ☆ 

平成 25 4 月に される 障害者 支援 では、
障がい者の範囲に難病等の方々が加わります。 

対象となる方々は、身体障害者手帳所持の有無に関わら
ず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能とな
ります。ここで言う福祉サービスとは、障がい児・者については、
障がい福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援
事業。障がい児については、障がい児通所支援及び障がい児
入所支援の事です。 
- 対象となる方 - 

難 疾患 事業の の対象
疾患である 130 疾患(うち 56 疾患が 疾患 事
業対象疾患)による障がいがある方 
- 手続きの方法 - 
 対象疾患に 患していることがわかる 書（診断書また
は 疾患医 受給者 等）を、お まいの 村の担
当 に して さい。 の 、障害 の認 、
支給認 等の手 きを て、必要と認められたサービスを
用できることになります。 

－消化管センター－ 
毎週水曜日 朝診・夜診 交代制 ⇒ 進藤 医師 
－外科－ 
毎週火曜日 朝診 片岡医師 ⇒ 祝迫 医師 

夜診 川田医師 ⇒ 塩田 医師 
第 ・４ 曜日 夜診 交代制 ⇒ 片岡 医師 
－ 科－ 
第1・３・５週 木曜日 夜診 寺田医師 ⇒ 根来医師  
 
曜日毎の診 体制は、 の外来担当医 、もし は ー
ムページにてご確認下さい。 


